
四日市市告示第２４５号 

 四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する要綱

を次のように定める。 

  令和５年４月１日 

                        四日市市長 森 智広 

 

   四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する

要綱 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱（平成１９年四日市市告

示第１３６号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（支給対象者） （支給対象者） 

第３条 給付金の支給対象者（以下「支

給対象者」という。）は、次の全ての要

件を満たす市内に住所を有する母子家

庭の母又は父子家庭の父（法第６条第１

項又は第２項に規定する配偶者のない

者で現に２０歳に満たない児童を扶養

しているものをいう。）であって、対象

講座の受講を修了したものとする。 

第３条 給付金の支給対象者（以下「支

給対象者」という。）は、次の全ての要

件を満たす市内に住所を有する母子家

庭の母又は父子家庭の父（法第６条第１

項又は第２項に規定する配偶者のない

者で現に２０歳に満たない児童を扶養

しているものをいう。）であって、対象

講座の受講を修了したものとする。 

(1) 児童扶養手当の支給を受けている

こと又は同等の所得水準にあること。

ただし、児童扶養手当施行令（昭和３

６年政令第４０５号）第６条の７の規

定は適用しない。 

(1) 児童扶養手当の支給を受けている

こと又は同様の所得水準にあること。

ただし、児童扶養手当施行令（昭和３

６年政令第４０５号）第６条の７の規

定は適用しない。 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 



 

 

 

 



第４号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



第６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。  

（こども未来部こども家庭課） 


